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税務その他に関する新しい法令およびガイダン
スの最新情報 

2018年8月 
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今回の弊社Grant Thornton Vietnamのニュースレターでは、以下の内容に関する重要な最新情報をご案内させて頂き
ます。 
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1. ベトナム標準産業分類の公布に関する首相決定
Decision 27/2018/QD-Ttg 

ベトナム標準産業分類体系の公布に関する2018年7月
6日付け首相決定Decision 27/2018/QD-Ttgが発行さ
れました。この決定は、2018年8月20日から施行され、
2007年1月23日付け Decison 10/2007/QD-TTgにより
公布されていた従来の分類体系は廃止されます。 

これによれば、この決定による新しい分類体系も、従来
と同様に、5つのレベルの分類から構成されていますが
、レベル4とレベル5の分類では、多くの新しい産業分野
が追加されています。具体的には、レベル4の分類では
437種類から486種類へ、レベル5の分類では642種類
から734種類へと、実情に沿った形で産業分野が増え
ています。詳細は、Decision 27/2018/QD-Ttgの別表I

をご参照下さい。 

また、新しい標準産業分類定型では、重要な概念に関
する説明と分類された業種毎の経済活動に関する説明
が追加されています。 

 

2. 社会保険料徴収手順などに関する規定を改正する
Decision 888/QD-BHXH 

2017年4月14日付け決定Decision 595/QD-BHXHで

規定されている社会保険、健康保険、失業保険の徴収
手順、附則および様式を改正する2018年7月16日付け
Decision 888/QD-BHXH (以下Decision 888)が発行
されました。施行日は2018年7月1日です。Decision 

888で注意すべき内容としては、いくつかの附則および
様式（附則01、附則03、様式TK1-TSなど）の改正、納

付遅延金利に関する追加規定、そして、特に、支店の
社会保険料納付場所に関する規定があります。具体的
には、Decision 888では、企業の支店が本店所在地で

社会保険料を納付できる場合を補足しています。した
がって、この決定によれば、企業の支店は、支店の活
動地域で社会保険料を納付するか本店所在地で納付
するかを選択することができます。従来は、支店での社
会保険料は支店所在地で納付する必要がありました。 

3. 事前に金額を定められないシフト手当、皆勤手当は
強制社会保険料の計算根拠に含まれない 

2018年1月1日以降の強制社会保険料計算根拠となる
給与額に関するガイダンスとして、2018年7月30日付
けOfficial Letter 3016/LDTBXH-BHXHが労働・傷病

兵・社会省から発行されました。これによれば、会社が
労働者に支払うシフト手当および皆勤手当が、労働契
約で合意している給与額と共に具体的金額を事前に定
められない場合、強制社会保険料の計算根拠に含ま
れる「その他補足項目」には該当しません。 

従って、具体的金額を事前に定められて、かつ、労働
契約で合意している給与額と共に恒常的に支払う手当
は、強制社会保険料の計算根拠に含まれる「その他補
足項目」に該当すると解釈されます。 
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4. 外国契約者税の税額計算に使用する為替レート. 

外国契約者税の税額計算に使用する為替レートに関するガイダン
スとして、2018年7月10日付けOfficial Letter 48097/CT-TTHTが
ハノイ市税務局から発行されました。これによれば、2015年1月1

日以降は、在ベトナムの商業銀行に口座を開設している外国契約
者は、外貨建ての売上が生じた場合、送金を受けた日の口座開
設銀行が提示する買いレートでベトナム・ドンへ換算して税額を計
算します。 

外国契約者がベトナムに口座を開設しておらず、ベトナム側が在
ベトナム銀行に開設している口座から外貨（米ドル）での売上の送
金を得た場合、ベトナム側の口座開設銀行が提示する売りレート
を適用して換算し税額を計算します。 

米ドル以外の外貨からのベトナム・ドンへの換算については、
2015年12月31日付けDecision 2730/QD-NHNN第3条の規定に
従いその他外貨とのクロス・レートを使用します。 

これまでは、2018年3月27日付けハノイ市税務局Official Letter 

11950/CT-TTHTに基づいて、ベトナムで口座を開設していない外

国契約者の税額計算については、平均インターバンク・レート（
2015年1月4日から2016年1月4日までの期間）またはベトナム・ド
ンの対米ドル基準レート（2016年1月4日後）を使用していましたが
、今回のOfficial Letterにより、従来のガイダンスは廃止されます。

今回のガイダンスは、以前に弊社ニュースレターでご紹介させて
頂いた2017年10月6日付け税務総局ガイダンスOfficial Letter 

4587/TCT-CSに沿った内容になっています。 

 

 

 

 

 

6. 試用期間中の個人所得税源泉徴収. 

試用期間中の個人所得税源泉徴収に関するガイダンスとして、2018年7

月9日付けOfficial Letter 47484/CT-TTHTがハノイ市税務局から発行さ

れました。このガイダンスによれば、試用期間中の給与所得は、累進税
率または10％の税率が適用されますが、どちらが適用されるかは試用期
間後に労働契約を締結するか否かによります。 

試用契約の終了後に会社が3ヶ月以上の期間での労働契約締結を決定

した場合、使用期間中の所得も含めて累進税率による税額を源泉徴収し
ます。 

逆に、試用期間後に会社が労働契約を締結しない場合、その都度の支
払い金額が2百万VNDであれば試用期間中の給与所得からは10％の税

率で源泉徴収します（当該所得が源泉徴収対象となる唯一の所得であり
、かつ、基礎控除・扶養控除後には課税所得が無い旨の誓約書を試用期
間中の労働者が提出できる場合は除く）。 

 

7. 全日制小学校の生徒・教員に対する昼食サービスに関わる付加価値
税. 

全日制小学校の小学生・教員へ提供する昼食サービス対する付加価値
税に関して、2018年6月22日付けOfficial Letter 2514/TCT-CSが税務総
局から発行されました。 

これによれば、小学校に対して生徒および教員への昼食サービスを提供
する契約を締結した場合、このサービスは付加価値税10％の課税対象と

なります。一方で、食事代、生徒の送迎代、その他費用について、小学校
が実費を徴収して生徒側に代わって支払う場合、これらの徴収は付加価
値税の課税対象とはなりません。 

 

8. 借入れの場合の関連者間取引価格. 

関連者からの借入れの場合の関連者間取引価格に関するガイダンスとし
て、2018年6月22日付けOfficial Letter 8810/CT-TT&HTがハイフォン市

税務局から発行されました。これによれば、関連者からの借入れがある
場合、その借入れについての関連者間取引価格は金利になります。従っ
て、関連者間取引としての借入れに関わる関連者間取引価格には元本
額は含まれないと解釈することができます。 

 

` 

5. 販売者の電子署名が無い電子インボイスは認められない. 

会社の税務申告納税を目的とする電子証憑（電子インボイス）使
用に関する2018年7月17日付けOfficial Letter 2796/TCT-DNLが

税務総局から発行されました。これによれば、外国のサプライヤー
により発行された電子証憑、具体的には電子インボイスを使用、
保存し、かつ、会社の電子購買システムにより管理されているけ
れども、販売者の電子署名が無い場合、規定により税務申告納税
を目的とするこれら証憑の使用は認められません。 
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